
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を、株主をはじめ全てのステークホルダーの信頼に応え、企業価値を持続的に拡大していくための最重要
課題と認識しております。 
 現在、当社は監査役制度を採用しております。 
 当社では、執行役員制度を導入し、経営の監督と執行の分離、権限の委譲並びに業務執行責任の明確化を進めることにより、透明性の高いスピ
ードある経営の実現を図っており、今後ともコーポレート・ガバナンスの充実を目指してまいります。 

２．資本構成 

【大株主の状況】 

３．企業属性 

４．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

 住友化学株式会社は、当社の議決権の50.22％を有する親会社でありますが、事業活動を行う上での承認事項等親会社からの制約はございませ
ん。アニマルサイエンス事業等で親会社の企業グループと類似した事業を営んでおりますが、その事業内容に共通性がほとんどありません。また、
親会社からの兼任取締役は存在せず、経営の独自性を保っております。なお、当社は親会社からの出向者を受け入れておりますが、出向受け入れ
については当社の判断により行われており当社の経営・事業活動への影響はないものと考えております。さらに、親会社と当社間で当社の経営の自
主性を尊重する旨の確認がなされており、親会社からの一定の独立性が確保されていると認識しております。 
 親会社と当社の取引に関しては、市場価格を勘案して双方協議の上、一般的条件と同様に決定しております。また、親会社と当社間における重要
な財産の処分及び譲受け、並びに多額の借財等につきましては、その決定に際して、親会社以外の取引とその基準を区別することなく取締役会決
議を必要としております。さらに、親会社との年間取引金額について、取引の内容毎に取締役会に報告することによって、少数株主を害するものでな
いことを確認することとしております。  

Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd.
コーポレートガバナンス

CORPORATE GOVERNANCE

最終更新日：2010年3月30日

大日本住友製薬株式会社
代表取締役社長 多田 正世

問合せ先：コーポレート・コミュニケーション部長 樋口 敦子 TEL：(06)6203-1407

証券コード：4506

http://www.ds-pharma.co.jp

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

外国人株式保有比率 10%未満

氏名または名称 所有株式数（株） 割合（％）

住友化学株式会社 199,434,000 50.12

稲畑産業株式会社 27,282,000 6.86

日本マスタ－トラスト信託銀行株式会社（信託口） 16,587,400 4.17

日本生命保険相互会社 10,530,156 2.65

日本トラスティ・サ－ビス信託銀行株式会社（信託口） 10,195,800 2.56

日本トラスティ・サ－ビス信託銀行株式会社（信託口４Ｇ） 7,179,700 1.80

日本トラスティ・サ－ビス信託銀行株式会社（株式会社三井住友銀行退職給付信託口） 7,000,000 1.76

住友生命保険相互会社 5,776,000 1.45

ニッセイ同和損害保険株式会社 4,928,230 1.24

第一生命保険相互会社 3,248,000 0.82

上場取引所及び市場区分 東京 第一部、大阪 第一部

決算期 3月

業種 医薬品

（連結）従業員数 1000人以上

（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

親会社 住友化学株式会社(上場：東京、大阪)

連結子会社数 10社未満
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Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

【取締役関係】 

現状の体制を採用している理由

 

 当社では現在、８名の取締役に対して、３名の社外監査役を含めた５名の監査役が選任されております。全監査役と代表取締役との定期的な会
談、取締役および使用人から監査役への積極的な報告および協議、監査役と会計監査人の連携、監査役と内部監査部門の連携、そして三様監査
の連携等、監査役による監査の実効性を高めるための環境整備に努めております。 
 実効性の高い監査の実施により、経営監視の客観性・中立性は確保できると考えております。  

【監査役関係】 

監査役と会計監査人の連携状況 

 監査役及び監査役会は、期首や決算時に定期的に会計監査人と会合を開催するほか、必要に応じて会合を開催し、積極的に意見・情報交換を行
い、効率的に監査を実施するよう努めております。  

監査役と内部監査部門の連携状況 

 監査役と内部監査部は毎月一回会合を開催し、監査役は内部監査部より監査体制、監査計画、監査実施状況の報告を聴取する他、相互に意見
交換を行うことにより緊密な連携をとっております。  

会社との関係(1) 

会社との関係(2)

 

組織形態 監査役設置会社

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 8名

社外取締役の選任状況 選任していない

監査役会の設置の有無 設置している

監査役の人数 5名

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3名

氏名 属性
会社との関係(1)

a b c d e f g h i
石井 通洋 弁護士        ○  

臼井 孝之 他の会社の出身者        ○  

青木 敏行 弁護士        ○  

※１ 会社との関係についての選択項目

a

 

親会社出身である

b その他の関係会社出身である

c 当該会社の大株主である

d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している

e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である

f
当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるもの
である

g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている

h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している

i その他
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その他社外監査役の主な活動に関する事項 

 監査役石井通洋は、平成20年度に開催された取締役会16回のうち14回に、また監査役会16回の全てに出席し、監査役臼井孝之および青木敏行
は、平成20年度に開催された取締役会16回および監査役会16回の全てに出席しております。 
 また、社外監査役は、常勤監査役からの報告を受け、また必要に応じて重要な書類の閲覧、取締役との面談等を通じて、取締役の職務の執行状
況を客観的・専門的な見地に立って監査を行っております。  

【インセンティブ関係】 

該当項目に関する補足説明 

 現在のところインセンティブ制度としては導入しておりませんが、取締役の報酬は、各事業年度の業績を踏まえて合理的に決定しております。  

該当項目に関する補足説明 

―――  

【取締役報酬関係】 

該当項目に関する補足説明 

 役員報酬につきましては、株主総会で承認された報酬限度額の枠内で各事業年度の業績を踏まえて合理的に決定しております。 
 平成20年度に取締役および監査役に支払った報酬等の額はそれぞれ343百万円および89百万円であります。なお、当該金額は、当事業年度中に
在任した取締役および監査役に対する報酬等であり、当事業年度に係る取締役賞与35百万円を含めた金額であります。 
 また、監査役に支払った報酬等の額のうち、30百万円は社外監査役に対する報酬等の額であります。 
 上記のほか、平成17年６月29日開催の第185期定時株主総会決議に基づく打ち切り支給により、当事業年度中に退任した取締役１名に対して役員
退職慰労金５百万円を、監査役１名に対して役員退職慰労金７百万円をそれぞれ支給しております。 
 なお、平成21年６月26日開催の第189期定時株主総会招集通知を当社ホームページ上に公開しましたが、その中で取締役および監査役に対する
報酬等の額を開示しております。  

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】 

 社外監査役を含め、監査役監査の実効性を高め、かつ、監査職務を円滑に遂行するため、監査役の専従スタッフとして監査役室を設置しておりま
す。監査役室では、監査役会事務局、監査役特命事項に関する業務、社外監査役への情報伝達業務を行っております。  

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項

 

 当社は、監査役制度を採用しており、取締役８名、監査役５名の構成であります。監査役のうち社外監査役は弁護士２名と他の会社の出身者１名
の計３名であります。 
 当社では、執行役員制度を導入しております。 
 取締役会は、原則月１回以上開催し、代表取締役会長がその議長を務め、全取締役と全監査役が出席しております。 
 経営会議は、一部の執行役員で構成しており、原則月２回以上開催しております。経営会議では、代表取締役社長の意思決定のための諮問機関
として、取締役会の決定した基本方針に基づき、経営上の重要な事項を審議しています。また業務執行状況および業務執行にかかわる重要事項の
共有を目的として、全執行役員で構成する執行役員会を設置しており、原則月１回以上開催しております。 
 監査役会は、全監査役出席のもと、原則月１回以上開催しております。監査役会では、監査に関する重要な事項について、その協議と決議を行い、

氏名 適合項目に関する補足説明 当該社外監査役を選任している理由

石井 通洋 ―――
 石井監査役は、長年にわたり弁護士として活動され、法
律についての高度な専門知識を有していることから、当社
の監査役として適任と判断しました。

臼井 孝之 ―――

 臼井監査役は、株式会社住友銀行（現株式会社三井住
友銀行）において副頭取、株式会社ロイヤルホテルにおい
て社長を務められるなど、経営者として幅広い経験および
見識をもたれていることから当社の監査役として適任と判
断しました。

青木 敏行 独立役員であります

 青木監査役は、高松高裁長官、広島高裁長官、大阪高
裁長官を歴任されるなど、法律についての高度な専門知
識を有しておられることから、当社の監査役として適任と
判断しました。 
 また、青木監査役は、独立性が高く、一般株主と利益相
反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しま
した。

取締役へのインセンティブ付与に関
する施策の実施状況

実施していない

ストックオプションの付与対象者

開示手段 有価証券報告書、営業報告書（事業報告）

開示状況 社内取締役及び社外取締役の別に各々の総額を開示
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また取締役会付議事項の事前確認等も行っております。 
 各監査役は、監査役会の定めた監査方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人、親会社の監査役その他の者等との意
思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会の他、経営会議等の重要な会議に出席し、取締役および使用人等
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、また重要な決裁書類等を閲覧すること等により、業務執行上の適法性お
よび効率性を中心に積極的に監査しております。 
 会計監査につきましては、あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。平成20年度に業務を執行した公認会計士は杉本宏之
氏、後藤研了氏および東浦隆晴氏であり、杉本宏之氏および後藤研了氏は当社の監査を担当して３年になり、東浦隆晴氏は当事業年度より担当し
ております。またこの３名の公認会計士に加え、その補助者として公認会計士３名、会計士補等10名、その他４名の合計20名が監査業務に携わって
おります。 
 内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の組織として内部監査部を設置しております。内部監査部では、内部統制の目的を達成するため
の基本的な要素を、子会社も含めて重点的に監査しております。また、内部監査部は、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制について
の整備状況および運用状況の評価を行っております。 
 監査役と会計監査人、内部監査部門はそれぞれ定期的な会合等により連携を進めているところでありますが、あわせて三様監査連絡会の定期的
な開催によりその強化を図っております。  
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Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況 

２．ＩＲに関する活動状況

 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

 補足説明

株主総会招集通知の早期発送
法令で定める２週間前より１週間程度早期に発送しております。 
 直近の株主総会開催日：平成21年６月26日 
 招集通知の発送日：平成21年６月４日

電磁的方法による議決権の行使
平成21年６月26日開催の定時株主総会より、議決権行使の方法として、東京証券取引所等
が出資する株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を含め、電磁
的方法（インターネット等）を採用しております。

その他

 株主総会において映像とナレーションを活用した事業報告等を行うなど、活性化のための
取組みを実施しております。 
 また、株主総会招集通知を発送日にあわせてホームページ上にも掲載するほか、外国株
主への対応として英語版の株主総会招集通知を作成しております。

 補足説明
代表者自
身による説
明の有無

アナリスト・機関投資家向けに定期
的説明会を開催

平成20年度は、決算発表、第２四半期決算発表にあわせて説明会を実施
し、決算状況、研究開発の状況等を説明しております。また、第１四半期決
算、第３四半期決算時においてはカンファレンスコールを実施しておりま
す。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を
開催

当社は海外投資家向けへの説明会を定期的に開催しており、平成20年度
は、香港（11月開催）・欧州（12月開催）にて海外投資家向けの説明会を開
催しております。

あり

IR資料のホームページ掲載
ＵＲＬ： http://www.ds-pharma.co.jp/ 
決算情報、決算情報以外の適時開示資料、投資家向け説明会資料、アニ
ュアルレポート、株主総会招集通知等を掲載しております。

なし

IRに関する部署（担当者）の設置
コーポレート・コミュニケーション部がＩＲを担当しており、担当執行役員は竹
田信生、コーポレート・コミュニケーション部長は樋口敦子です。  

 補足説明

社内規程等によりステークホルダー
の立場の尊重について規定

当社の経営理念にて、 
・ 顧客視点の経営と革新的な研究を旨とし、これからの医療と健やかな生活に貢献する 
・ たゆまぬ事業の発展を通して企業価値を持続的に拡大し、株主の信頼に応える 
・ 社員が自らの可能性と創造性を伸ばし、その能力を発揮することができる機会を提供し
ていく 
を制定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
当社の経営理念に、「企業市民として社会からの信用・信頼を堅持し、よりよい地球環境の
実現に貢献する」ことを明示し、社会・環境活動に積極的に取り組んでおります。また、ＣＳＲ
報告書を発行するとともに、当社ホームページ上にも公開しております。

ステークホルダーに対する情報提供
に係る方針等の策定

会社情報の適時適切な提供について真摯な姿勢で臨む旨宣誓しております。また、会社情
報の適時開示に係る社内体制を定め、それに基づいて情報開示を行っております。
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Ⅳ内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

【１】 業務の適正を確保するための体制 
 

 当社は、業務の適正を確保するための体制の構築の基本方針について、次のとおり決議し、その体制の整備に努めています。 
 
１． 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制（会社法第362条第４項第６号、会社法施行規則第100
条第１項第４号） 
 （１）大日本住友製薬行動宣言（実践の指針）を制定し、代表取締役が繰り返しその精神を取締役及び使用人に伝えることにより、法令遵守をあら
ゆる企業活動の前提とすることを徹底する。 
 （２）取締役及び使用人は、この実践のため、当社の定めた企業理念、経営理念、バリュー及び行動規範に従い、企業倫理の遵守及び浸透を行う。
 （３）中立・独立の社外監査役を含む監査役会により、監査の充実を図る。 
 （４）コンプライアンスを推進する部門及び内部監査を担当する部門を設置して、取締役及び使用人の教育、コンプライアンスの状況の監査等を行
う。 
 （５）使用人が、法令・定款上疑義のある行為等について、直接報告・通報することを可能とするコンプライアンス・ホットラインを設置・運営する。 
 （６）金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制について、担当部門を定めて、その構築・評価・維持・改善等を行う。 
 
２． 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制（会社法施行規則第100条第１項第１号） 
  取締役は、その職務の執行に係る情報につき、当社の社則に従い、適切に保存・管理を行う。 
 
３． 損失の危険の管理に関する規程その他の体制（会社法施行規則第100条第１項第２号） 
  社則を整備し、事業活動を行うにあたり経営の脅威となりうる要因への対応力を強化する。全社的なリスクマネジメントを統括する委員会を設置
し、リスクマネジメントに関する基本方針を策定するとともに、各部門におけるリスクマネジメントの適正化を図る。 
 
４． 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制（会社法施行規則第100条第１項第３号） 
  社則に基づいて、業務分掌、職務権限及び意思決定のルールを明確にし、適切かつ効率的に取締役の職務の執行が行われる体制を取る。電子
決裁システムの導入などを通じ、意思決定の迅速化を図るとともに、社内に各本部を設置して代表取締役からの職務執行の権限委譲を適切に行
い、職務執行の効率化を図る。 
 
５．当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制（会社法施行規則第１００条第１項第
５号）  
グループ会社の運営管理に関する社則に基づき、グループ会社ごとに管理する部門、グループ会社運営管理を統括する部門を設定して、グループ
会社の経営・業務執行状況の把握・管理に努めるとともに、事業遂行のための適切な支援を行う。 
 
６． 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関
する事項（会社法施行規則第100条第３項第１号・第２号） 
  監査役室を設置し、監査役の職務を補助するため、業務執行部門の指揮・命令に服さない使用人１名以上を監査役室に配置する。 
 
７． 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制（会社法施行規則第100条第３項第３号） 
  取締役及び使用人は、監査役及び監査役会に報告すべき事項及び報告の手続を定めるルールを整備する。 
 
８． その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制（会社法施行規則第100条第３項第４号） 
  代表取締役は、監査役及び監査役会と定期的に会合をもつこと等により、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための環境整備に
努める。 
 
【２】 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 
 当社は、「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体には断固たる行動をとる」ことを基本方針とし、その旨大日本住友製薬
行動宣言に明文化しております。 
 当社では、反社会的勢力とはいかなる取引も行わない等、排除するための取組みを進めています。また、総務部を対応統括部署とし、所轄の警察
署、企業防衛対策協議会、暴力追放推進センター等の外部専門機関との連携を緊密に行い、具体的な関係情報に基づいた社内での注意喚起等、
啓発活動を行っております。  
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Ⅴその他 

１．買収防衛に関する事項 

当社は親会社をはじめ安定株主が多いこともあり、現在特別な措置は講じておりません。  

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

―――  
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